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(57)【要約】
 撮像部を具備するとともに長手軸に沿って長尺な挿入
部と、挿入部の基端に長手軸に沿って連設された操作部
と、操作部の基端側に設けられ、撮像部により取得され
た画像が表示されるとともに矩形の周縁部３３ｇを有す
る画像表示パネル３３と、周縁部３３ｇの周りを覆う枠
部材３２と、周縁部３３ｇの第１の辺３３ａに沿って枠
部材３２に一列に設けられた複数の操作ボタン４０と、
を有し、画像表示パネル３３は、第１の辺３３ａの位置
が、該第１の辺３３ａに対向する第２の辺３３ｂよりも
操作部の中心軸Ｓに近い位置に配設されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
 撮像部を具備するとともに長手軸に沿って長尺な挿入部と、
 前記挿入部の基端に前記長手軸に沿って連設された操作部と、
 前記操作部の基端側に設けられ、前記撮像部により取得された画像が表示されるととも
に矩形の周縁部を有する画像表示パネルと、
 前記周縁部の周りを覆う枠部材と、
 前記周縁部の前記長手軸に平行に位置することが可能な第１の辺に沿って前記枠部材に
一列に設けられた複数の操作ボタンと、
 を有し、
 前記画像表示パネルは、前記第１の辺の位置が、該第１の辺に対向する第２の辺よりも
前記長手軸に沿った前記操作部の中心軸に近い位置に配設されていることを特徴とする内
視鏡。
【請求項２】
 前記画像表示パネルは、前記周縁部の前記第１の辺及び前記第２の辺が、前記第１の辺
と前記第２の辺とをつなぐ前記周縁部の第３の辺及び第４の辺よりも短辺に形成された長
方形を有していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
 前記複数の操作ボタンは、少なくとも３個であることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。
【請求項４】
 前記複数の操作ボタンは、５個であることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
 前記複数の操作ボタンは、機能毎に３群に分かれていることを特徴とする請求項４に記
載の内視鏡。
【請求項６】
　前記複数の操作ボタンは、円形の周縁部を有することを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作部の基端側に設けられ、撮像部により取得された画像が表示されるとと
もに矩形の周縁部を有する画像表示パネルと、周縁部の周りを覆う枠部材とを具備する内
視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
 近年、内視鏡は、医療分野及び工業分野において広く利用されている。操作者は、内視
鏡の細長い挿入部を被検体内に挿入した後、内視鏡が接続された外部装置におけるモニタ
に、挿入部内に設けられた撮像部により取得された画像が表示されることにより、モニタ
から被検体内の被検部位の観察を行うことができる。
【０００３】
　また、日本国特開２０１２－２３９５２０号公報には、内視鏡における操作部の基端側
に、画像表示パネルと該画像表示パネルの周縁部を覆う枠部材とを具備するモニタユニッ
トが設けられることにより、内視鏡を外部装置に接続すること無く、術者が操作部に設け
られた画像表示パネルにて被検体内の被検部位の観察を行うことができる携帯式の内視鏡
の構成が開示されている。また、日本国特開２０１２－２３９５２０号公報には、枠部材
に、各種操作ボタンが設けられた構成も開示されている。
【０００４】
　ここで、日本国特開２０１２－２３９５２０号公報に開示された内視鏡のように、モニ
タユニットの枠部材に複数の操作ボタンが設けられていると、複数の操作ボタンの配置ス
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ペースを枠部材に確保するには枠部材を大型化せざるを得ない。さらに、モニタユニット
の大型化、重量化を招いてしまい、携帯性及び可搬性が低下してしまうといった問題があ
った。
【０００５】
　また、モニタユニットの大型化による重心の高さの増大や重量化は、術者の操作性低下
や術者の疲労を招くおそれがあった。
【０００６】
　また、画像表示パネルの表示面積を大きくしようとすると、複数の操作ボタンの配置ス
ペースを枠部材に確保するためやはり枠部材を大型化せざるを得ず、モニタユニットの大
型化、重量化を招いてしまうといった問題があった。
【０００７】
 本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、操作部の基端側に設けられる画像表
示パネルの周縁部を覆う枠部材を大型化することなく、大きな画像表示パネル並びに複数
の操作ボタンを枠部材に配置できる構成を具備する内視鏡を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様における内視鏡は、撮像部を具備するとともに長手軸に沿って長尺な挿
入部と、前記挿入部の基端に前記長手軸に沿って連設された操作部と、前記操作部の基端
側に設けられ、前記撮像部により取得された画像が表示されるとともに矩形の周縁部を有
する画像表示パネルと、前記周縁部の周りを覆う枠部材と、前記周縁部の前記長手軸に平
行に位置することが可能な第１の辺に沿って前記枠部材に一列に設けられた複数の操作ボ
タンと、を有し、前記画像表示パネルは、前記第１の辺の位置が、該第１の辺に対向する
第２の辺よりも前記長手軸に沿った前記操作部の中心軸に近い位置に配設されている。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施の形態の内視鏡の外観を示す斜視図
【図２】図１の内視鏡のモニタユニットが図１から回転されて起立した状態を示す斜視図
【図３】図１のモニタユニットを、図１中のIII方向からみた上面図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、図面は模式的なものであり
、各部材の厚みと幅との関係、それぞれの部材の厚みの比率などは現実のものとは異なる
ことに留意すべきであり、図面の相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれていることは勿論である。
【００１１】
　図１は、本実施の形態の内視鏡の外観を示す斜視図、図２は、図１の内視鏡のモニタユ
ニットが図１から回転されて起立した状態を示す斜視図である。
【００１２】
　図１、図２に示すように、内視鏡１は、内視鏡本体２と、該内視鏡本体２に固定された
モニタユニット３４とを具備して主要部が構成された携帯式の内視鏡である。
【００１３】
　内視鏡本体２は、被検体内に挿入される長手軸Ｎに沿って長尺な挿入部１２と、該挿入
部１２の基端に長手軸Ｎに沿って連設された操作部１３と、該操作部１３の基端側に連設
された保持台３１とを具備して主要部が構成されている。
【００１４】
　挿入部１２は、先端側に位置するとともに内部に撮像部７が設けられた先端部１５と、
該先端部１５の基端に連設されるとともに複数方向に湾曲自在な湾曲部１６と、該湾曲部
１６の基端に連設されるとともに可撓性を有する可撓管部１７とを具備して主要部が構成
されている。
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【００１５】
 操作部１３は、術者によって把持される把持部１８と、該把持部１８の基端に連設され
た操作部本体１９とを具備して主要部が構成されている。
【００１６】
　把持部１８に、内視鏡本体２の内部に設けられた図示しない処置具チャンネルに対し鉗
子等の処置具を挿抜するための処置具挿通口２０が設けられている。
【００１７】
 また、操作部本体１９に、被検体内から体液、痰等の液体を吸引する際用いられる吸引
口金２１が設けられている。吸引口金２１には、図示しないチューブを介して吸引装置が
接続自在となっている。
【００１８】
 さらに、操作部本体１９に、湾曲部１６を例えば、上下方向に湾曲させるための湾曲操
作レバー２３が設けられている。
【００１９】
 湾曲操作レバー２３は、術者の指が掛けられる指掛部２３ａと、該指掛部２３ａに連設
された腕部２３ｂとを有した、例えばＬ字型形状に構成されている。
【００２０】
　また、操作部本体１９に、該操作部本体１９内の圧力が操作部本体１９外の圧力よりも
大きいときに開放され、気体を操作部本体１９内から操作部本体１９外へ一方向に流通さ
せる図示しない逆止弁を内部に具備する口金２２が設けられている。
【００２１】
　保持台３１は、操作部本体１９の基端に、長手軸Ｎ周りに回動自在な円柱状の首部３０
を介して連結されている。よって、保持台３１は、首部３０を介して操作部本体１９に対
して長手軸Ｎ周りに回動自在となっている。
【００２２】
　尚、保持台３１は、図１、図２に示すように、操作部１３の長手軸Ｎに沿った中心軸Ｓ
から方向Ｘにおいて、後述する複数の操作ボタン４０側の反対側に偏芯した操作部本体１
９の基端の位置に連結されている。
【００２３】
 また、保持台３１に、撮像部７の起動と停止とを切り替える起動釦２７が設けられてい
る。尚、起動釦２７は、保持台３１に限定されず、内視鏡本体２の他の部位に設けられて
いても構わない。
【００２４】
　モニタユニット３４は、保持台３１に対して所定の摩擦力を有して回動軸５０を介して
回動自在に固定されている。
【００２５】
 具体的には、図１に示すように、モニタユニット３４の背面が保持台３１に接触する倒
置位置と、図２に示すように、モニタユニット３４が保持台３１に対して略９０°起立す
る起立位置との間において回動自在に固定されている。
【００２６】
 尚、保持台３１が、操作部１３の中心軸Ｓから方向Ｘにおいて複数の操作ボタン４０側
の反対側に偏芯した操作部本体１９の基端の位置に連結されていることにより、モニタユ
ニット３４も操作部１３の中心軸Ｓから方向Ｘにおいて複数の操作ボタン４０側の反対側
に偏芯して位置している。
【００２７】
 即ち、後述する画像表示パネル３３の中心点Ｍｐであるモニタユニット３４の中心点Ｍ
ｕは、操作部１３の中心軸Ｓから方向Ｘにおいて複数の操作ボタン４０側の反対側に偏芯
して位置している。
【００２８】
 モニタユニット３４は、撮像部７により取得された画像が表示されるとともに矩形の周
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縁部３３ｇを有する画像表示パネル３３と、周縁部３３ｇの周りを覆う枠部材３２とを具
備して主要部が構成されている。
【００２９】
 尚、画像表示パネル３３は、図３に示すような長方形以外の周縁部３３ｇ、例えば正方
形や、８角形、円形、楕円形等の周縁部３３ｇを有していても構わない。この場合であっ
ても、中心点Ｍｐは、中心点Ｍｕに一致する。
【００３０】
　次に、モニタユニット３４の構成について、図３を用いて説明する。図３は、図１のモ
ニタユニットを、図１中のIII方向からみた上面図である。
【００３１】
　図３に示すように、画像表示パネル３３は、図２に示すように起立状態において長手軸
Ｎと平行な方向Ｙに沿って位置することが可能な第１の辺３３ａ及び該第１の辺３３ａに
対向する第２の辺３３ｂと、第１の辺３３ａと第２の辺３３ｂとをつなぐ方向Ｘに沿った
第３の辺３３ｃ及び第４の辺３３ｄとから、周縁部３３ｇが矩形状に形成されている。
【００３２】
　具体的には、第１の辺３３ａ及び第２の辺３３ｂが、第３の辺３３ｃ及び第４の辺３３
ｄよりも短辺に形成された方向Ｘに横長な長方形に周縁部３３ｇが形成されている。
【００３３】
 尚、上述したように、モニタユニット３４が操作部１３の中心軸Ｓから方向Ｘにおいて
複数の操作ボタン４０側の反対側に偏芯して位置していることから、方向Ｘにおいて第１
の辺３３ａの位置が、第２の辺３３ｂよりも操作部１３の中心軸Ｓに近い位置に配設され
ている（Ｘ１＜Ｘ２）。
【００３４】
 また、枠体３２において、第１の辺３３ａに沿った領域Ａに、例えばプッシュスイッチ
から構成された複数の操作ボタン４０が一列に設けられている。
【００３５】
　尚、複数の操作ボタン４０は、少なくとも３個から構成されていることが好ましいが、
本実施の形態においては、５個から構成されている場合を例に挙げて説明する。
【００３６】
 尚、複数の操作ボタン４０は、３個以上であれば、何個から構成されていても構わない
。
【００３７】
　複数の操作ボタン４０は、画像表示パネル３３に対する入力ボタンであり、例えばMENU
/BACK（メニュー／戻る）ボタン４１と、ＰＬＡＹ（再生）ボタン４２と、上方向移動ボ
タン４３と、下方向移動ボタン４４と、ＯＫ（実行）ボタン４５とから構成されている。
【００３８】
　尚、各ボタン４１～４５は、防水性が向上するよう、それぞれ円形の周縁部４１ｇ、４
２ｇ、４３ｇ、４４ｇ、４５ｇを有する形状に形成されている。
【００３９】
　また、各ボタン４１～４５は、防水性を確保できるのであれば、周縁部４１ｇ～４５ｇ
が円形以外の形状に形成されていてもよく、さらに、各ボタン４１～４５の大きさ、形、
色は少なくとも一部が異なっていても構わない。
【００４０】
　さらに、複数の操作ボタン４０は、操作者が直感的にボタン操作しやすくなるよう、機
能別に３群に分かれている。また、MENU/BACK（メニュー／戻る）ボタン４１とＰＬＡＹ
（再生）ボタン４２とが第１群Ｅとして、上方向移動ボタン４３と下方向移動ボタン４４
とが第２群Ｆとして、ＯＫ（実行）ボタン４５が第３群Ｇとして分かれている。さらに、
方向Ｙにおいて隣り合う第１群Ｅと第２群Ｆとは、方向Ｙにおいて離間しており、方向Ｙ
において隣り合う第２群Ｆと第３群Ｇとは、方向Ｙにおいて離間している。
【００４１】



(6) JP WO2018/230131 A1 2018.12.20

10

20

30

40

50

　尚、第１群ＥのMENU/BACK（メニュー／戻る）ボタン４１とＰＬＡＹ（再生）ボタン４
２とは、シーソースイッチから一体的に形成されていても構わないし、第２群Ｆの上方向
移動ボタン４３と下方向移動ボタン４４とも、シーソースイッチから一体的に形成されて
いても構わない。
【００４２】
　また、上述した各スイッチの機能はあくまでも一例であり、他の機能が割り当てられて
いても構わないことは勿論である。
【００４３】
　尚、枠体３２において、複数の操作ボタン４０が、第１の辺３３ａに沿った領域Ａに設
けられているのは、以下の理由である。
【００４４】
 通常、被検体内に挿入する際、挿入部１２は操作者の右手によって把持され、操作部１
３は操作者の左手により把持され、設定を変更する操作の際は、複数の操作ボタン４０の
ボタン操作は、操作者の右手の例えば親指によって操作される。
【００４５】
 このことから、図３に示すように、第２の辺３３ｂ、第４の辺３３ｄに沿って設けられ
ていると、右手でのボタン操作の際に、右手で画像表示パネル３３を覆ってしまい、撮像
部７により取得された画像が見にくくなってしまうのを防ぐためである。
【００４６】
　さらに、第３の辺３３ｃに沿って設けられていないのは、第３の辺３３ｃは、回動軸５
０の近傍に位置しているため、モニタユニット３４に回動軸５０を配置するために、枠体
３２の第３の辺３３ｃ近傍は厚みが薄く形成されていることから、複数の操作ボタン４０
を配置し難いためである。
【００４７】
　加えて、第３の辺３３ｃ及び第４の辺３３ｄに沿って複数の操作ボタン４０が設けられ
ていると、モニタユニット３４が方向Ｙにおいて大きくなってしまうため、モニタユニッ
ト３４の重心バランスが第４の辺３３ｄ側に偏ってしまい、操作部１３を長時間把持する
のが難しくなってしまうためである。
【００４８】
　即ち、第１の辺３３ａに沿って複数の操作ボタン４０が設けられているのは、ボタン操
作の際、操作者の右手によって画像表示パネル３３を遮られてしまうことないばかりか、
枠体３２に対して容易に複数の操作ボタン４０を配置することができ、さらに重心バラン
ス良く、操作者が操作部１３を把持することができるためである。
【００４９】
 尚、以上の事は、より画像表示パネル３３の面積を大きく確保するため、モニタユニッ
ト３４が方向Ｘにおいて大きく形成されている場合においても同様である。
【００５０】
　また、上述したように、方向Ｘにおいて第１の辺３３ａの位置が、第２の辺３３ｂより
も操作部１３の中心軸Ｓに近い位置に配設されている（Ｘ１＜Ｘ２）。
【００５１】
 このことから、左手指によって操作部１３が把持された状態において、操作部１３の中
心軸Ｓに近接する位置に設けられた複数の操作ボタン４０が操作者の右手指で操作された
としても、操作モーメントが小さくなる。このため、モニタユニット３４がぐらついてし
まうことを防止することができることから、複数の操作ボタン４０の操作性が向上する。
【００５２】
　これは、複数の操作ボタン４０が操作部１３の中心軸Ｓから方向Ｘにおいて離れて位置
していると、複数の操作ボタン４０が操作された際の操作モーメントが大きくなってしま
う。このため、操作部１３を把持する左手指が操作モーメントに耐えられず、モニタユニ
ット３４がぐらつきやすくなってしまい、画像表示パネル３３を見ながらの複数の操作ボ
タン４０の操作がし難くなってしまうためである。
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【００５３】
 このように、本実施の形態においては、複数の操作ボタン４０は、枠体３２において、
第１の辺３３ａに沿った領域Ａに一列に設けられていると示した。
【００５４】
 このことによれば、複数の操作ボタン４０は、一列に設けられていることから、枠体３
２において、画像表示パネル３３の面積を従来よりも大きくすることができる。
【００５５】
 また、第１の辺３３ａに沿って設けられていることから、右手で複数の操作ボタン４０
を操作する際に、右手で画像表示パネル３３を隠してしまい、画像表示パネル３３に表示
されている画像を遮ってしまうことが防止される。
【００５６】
 また、本実施の形態においては、モニタユニット３４が操作部１３の中心軸Ｓから方向
Ｘにおいて偏芯して位置していることから、方向Ｘにおいて第１の辺３３ａの位置が、第
２の辺３３ｂよりも操作部１３の中心軸Ｓに近い位置に配設されている（Ｘ１＜Ｘ２）と
示した。
【００５７】
 このことによれば、方向Ｘにおいて第１の辺３３ａの位置が、第２の辺３３ｂよりも操
作部１３の中心軸Ｓに近い位置に配設されている（Ｘ１＜Ｘ２）。
【００５８】
　このことから、左手指によって操作部１３が把持された状態において、操作部１３の中
心軸Ｓに近接する位置に設けられた複数の操作ボタン４０が操作者の右手指で操作された
としても、操作モーメントが小さくなる。このため、モニタユニット３４がぐらついてし
まうことを防止することができることから、より、右手指による複数の操作ボタン４０の
ボタン操作が行いやすくなる。
【００５９】
　以上から、操作部１３の基端側に設けられる画像表示パネル３３の周縁部３３ｇを覆う
枠部材３２を大型化することなく、大きな画像表示パネル３３並びに複数の操作ボタン４
０を枠部材３２に配置できる構成を具備する内視鏡１を提供することができる。
【００６０】

　本出願は、２０１７年６月１５日に日本国に出願された特願２０１７－１１７９９２号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範囲
、図面に引用されたものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月23日(2018.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の一態様における内視鏡は、撮像部を具備するとともに長手軸に沿って長尺な挿
入部と、前記挿入部の基端に前記長手軸に沿って連設された操作部と、前記操作部の基端
側に設けられ、前記撮像部により取得された画像が表示されるとともに矩形の周縁部を有
する画像表示パネルと、前記周縁部の周りを覆う枠部材と、前記周縁部の前記長手軸に平
行に位置することが可能な第１の辺に沿ってのみ前記枠部材に一列に設けられた複数の操
作ボタンと、を有するモニターユニットと、を具備し、前記モニターユニットの中心と、
前記画像表示パネルの中心とが、それぞれ前記操作部の中心軸を基準として前記第１の辺
に対向した第２の辺側に偏って配設されることによって、前記操作ボタンを操作したとき
のモーメントを低減させる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部を具備するとともに長手軸に沿って長尺な挿入部と、
　前記挿入部の基端に前記長手軸に沿って連設された操作部と、
　前記操作部の基端側に設けられ、前記撮像部により取得された画像が表示されるととも
に矩形の周縁部を有する画像表示パネルと、前記周縁部の周りを覆う枠部材と、前記周縁
部の前記長手軸に平行に位置することが可能な第１の辺に沿ってのみ前記枠部材に一列に
設けられた複数の操作ボタンと、を有するモニターユニットと、
　を具備し、
　前記モニターユニットの中心と、前記画像表示パネルの中心とが、それぞれ前記操作部
の中心軸を基準として前記第１の辺に対向した第２の辺側に偏って配設されることによっ
て、前記操作ボタンを操作したときのモーメントを低減させることを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記画像表示パネルは、前記周縁部の前記第１の辺及び前記第２の辺が、前記第１の辺
と前記第２の辺とをつなぐ前記周縁部の第３の辺及び第４の辺よりも短辺に形成された長
方形を有していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記複数の操作ボタンは、少なくとも３個であることを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。
【請求項４】
　前記複数の操作ボタンは、５個であることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記複数の操作ボタンは、機能毎に３群に分かれていることを特徴とする請求項４に記
載の内視鏡。
【請求項６】
　前記複数の操作ボタンは、円形の周縁部を有することを特徴とする請求項１に記載の内
視鏡。
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【国際調査報告】
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摘要(译)

成像单元沿纵向轴线设置有长的插入部，操作单元沿纵向轴线连续地设
置到插入单元的近端，并且设置在操作单元的近端侧。 图像显示面板33
在显示所获取的图像的同时具有矩形的周缘部33g，覆盖该周缘部33g的
周缘的框部件32，以及沿着周缘部33g的第一侧面33a的框部件32。 图
像显示面板33具有布置成一排的多个操作按钮40，并且图像显示面板33
的第一侧33a的位置比面对第一侧33a的第二侧33b更靠近操作部分的位
置。 它布置在靠近中心轴线S的位置。
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